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○
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(
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)
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�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

(

経
営
支
援
課)
…

�

選
挙
管
理
委
員
会

○
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数

(

事

務

局)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
八
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
九
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
よ
り
適
用
す
る
。

平
成
十
七
年
十
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
の
項
の
１
中

｢

平
舘
村
加
入
区｣

を

｢

外
ヶ
浜
加
入
区｣

に
改
め
る
。

二
の
表
平
舘
村
第
一
区
域
の
項
及
び
平
舘
村
第
二
区
域
の
項
中

｢

平
舘
村｣

を

｢

外
ヶ
浜｣

に
改

め
、
同
表
平
舘
村
第
三
区
域
の
項
中

｢

平
舘
村｣

を

｢

外
ヶ
浜｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。
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青 森 県 報�������	�
� 	�� 第2571号�

指
定
番
号

種
別

名

称

発

行

者

(

製
作
者)

名

該
当
条
項

�����

裏
モ
ノJA

PA
N

一
月
号

〇
一
八
〇
五
―
一

鉄
人
社

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

レ
デ
ィ
ー
ス
・
コ
ミ
ッ
ク
微
熱

一
月
号

〇
九
六
六
三
―
一

セ
ブ
ン
新
社

�����

恋
愛
熱
情
ラ
ブ
パ
ッ
シ
ョ
ン

一
月
号

〇
九
六
五
七
―
〇
一

一
水
社

�����

今
日
か
ら
で
き
る
ケ
ー
タ
イ
秘
裏
サ
イ

ト
一
四

六
四
一
二
一
―
四
六

笠
倉
出
版
社

�����

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス

一
月
号

〇
七
四
八
三
―
〇
一

メ
デ
ィ
ア
ッ
ク

ス

外
ヶ
浜
第
四
区
域

外
ヶ
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
字
蟹
田
、
字
上

蟹
田
、
字
下
蟹
田
の
区
域

１

ほ
た
て
け
た
網
漁
業

�
�
�
�



� �

三
の
表
蟹
田
町
区
域
の
項
を
削
る
。

四
の
２
中
平
舘
村
第
一
加
入
区
の
項
、
平
舘
村
第
二
加
入
区
の
項
及
び
平
舘
村
第
三
加
入
区
の
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
ヶ
浜
第
一
加
入
区

外
ヶ
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
字
平
舘
後
田
、
字
平
舘

門
の
沢
、
字
平
舘
田
の
沢
、
字
平
舘
太
郎
右
エ
門
沢
、
字
平
舘
鳥

井
沢
、
字
平
舘
長
屋
形
、
字
平
舘
根
岸
小
川
、
字
平
舘
根
岸
山
居
、

字
平
舘
父
ヶ
沢
、
字
平
舘
根
岸
長
屋
形
、
字
平
舘
根
岸
湯
の
沢
、

字
平
舘
野
田
才
の
神
、
字
平
舘
野
田
尻
高
川
、
字
平
舘
野
田
鳴
川
、

字
平
舘
野
田
山
下
の
区
域

外
ヶ
浜
第
二
加
入
区

外
ヶ
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
字
平
舘
今
津
釜
の
沢
、

字
平
舘
今
津
才
の
神
、
字
平
舘
今
津
尻
高
、
字
平
舘
尻
高
川
、
字

平
舘
今
津
間
沢
の
区
域

外
ヶ
浜
第
三
加
入
区

外
ヶ
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
字
平
舘
舟
岡
の
区
域

四
の
２
中

｢

平
舘
村
第
四
加
入
区

平
舘
村
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
大
字
石
浜
字
磯
山
の
区
域｣

を｢

外
ヶ
浜
第
四
加
入
区

外
ヶ
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
字
平
舘
磯
山
の
区
域

外
ヶ
浜
第
五
加
入
区

外
ヶ
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
字
蟹
田
、
字
下
蟹
田
、
字

上
蟹
田
、
字
蟹
田
丑
ヶ
沢
、
字
蟹
田
中
師
宮
本
の
区
域

外
ヶ
浜
第
六
加
入
区

外
ヶ
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
字
蟹
田
石
浜
の
区
域

外
ヶ
浜
第
七
加
入
区

外
ヶ
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
字
蟹
田
塩
越
の
区
域

｣

に
改
め
、
蟹
田
町
第
一
加
入
区
の
項
、
蟹
田
町
第
二
加
入
区
の
項
及
び
蟹
田
町
第
三
加
入
区
の
項
を

削
る
。

青
森
県
告
示
第
九
百
五
十
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
加
入
区
に
係
る
特
定
第
一
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る
要

件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
五
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
五
十
二
号

平
成
十
七
年
九
月
十
六
日
青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
区
画
漁
業
に
つ
い

て
、
漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
免
許

し
た
。平

成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成17年12月26日 月曜日 第2571号 �

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

加
入
区
の
名
称

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
村
中
三
五
の
一

濱
端

信
正

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
村
中
一
九

濱
道

勝
宜

尻
屋
加
入
区

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

五
所
川
原
市
十
三
羽
黒
崎
一
三
三
の
二
〇
内
藤

正
雄

五
所
川
原
市
十
三
深
津
一
三
四

秋
田
谷

又
三
郎

十
三
区
域

底
び
き
網
を
使

用
し
て
行
う
し

じ
み
漁
業

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
磯
谷
二
三
二

カ
ネ
フ
ク
組
代
表

田
中

勝
年

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
磯
谷
一
〇
三
の
一

マ
ル
キ
ン
組
代
表

東
出

一
夫

佐
井
村
第
四
区

域

主
と
し
て
底
建

網
漁
業

� �
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青
森
県
告
示
第
九
百
五
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
二
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�������	�
� 	�� 第2571号

免

許

の

内

容

免

許

年
月
日

免
許
番
号

漁
業
権
者
の

住
所
及
び
氏

名

(

名
称)

漁
業
種
類

漁
業
の
名
称

漁
業
の
時
期

漁
場
の
位
置

漁
場
の
区
域

存

続

期

間

制
限
又

は
条
件

平
成
十

七
年
十

二
月
二

十
六
日

西
区
第

百
五
十

七
号

青
森
市
港
町

二
丁
目
三
番

一
五
号

青
森
市
漁
業

協
同
組
合

平
成
十
七
年
九
月
十
六
日
青
森
県

告
示
第
七
百
三
十
六
号
の
公
示
内

容
の
と
お
り

平
成
十

七
年
十

二
月
二

十
六
日

か
ら
平

成
二
十

一
年
三

月
三
十

一
日
ま

で

平
成
十

七
年
九

月
十
六

日
青
森

県
告
示

第
七
百

三
十
六

号
の
公

示
内
容

の
と
お

り

� �

３ ２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

国

道

道
路
の

種

類

弘
前
岳
鰺
ケ

沢
線

畑
中
竹
鼻
線

三
三
八
号

路
線
名

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
芦
�
町
字
響
滝
四
五
の
四
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
芦
�
町
字
響
滝
六
三
の
一
〇
ま
で

黒
石
市
大
字
小
屋
敷
字
西
村
岸
三
五
の
三
か
ら

黒
石
市
大
字
小
屋
敷
字
小
屋
敷
村
六
の
一
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
二
九
の
五
二
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
二
九
の
五
二
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
二
九
の
二
四
五
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
五
八
の
二
二
八
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
二
九
の
五
二
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
二
九
の
二
五
九
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
二
九
の
二
四
五
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
五
八
の
二
二
八
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
久
保
六
九
の
一
六
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
久
保
六
九
の
四
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前 後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

一
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
三
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
二
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
二
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
九
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
九
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

八
七
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

二
八
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
三
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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青
森
県
告
示
第
九
百
五
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
二
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

い
と
く
浪
岡
店

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
東
種
本
一
五
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
伊
徳

秋
田
県
大
館
市
清
水
四
丁
目
四
の
一
五

代
表
取
締
役

伊
藤
碩
彦

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

青 森 県 報平成17年12月26日 月曜日 第2571号 �

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
三
三
八
号

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
久
保
六
九
の
一
六
か

ら上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
久
保
六
九
の
四
ま
で

平
成
��･

��･

��

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
二
九
の
二
四

五
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
五
八
の
二
二

八
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
二
九
の
五
二

か
ら
上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
道
ノ
下
二
九
の
五
二

ま
で

国
道
三
九
四
号

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
二
階
坂
九
三
の
三
か

ら上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
二
階
坂
九
四
の
一
ま

で

〃

県
道
田
子
十
和
田
湖
線

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
南
川
向
三
九
の
三
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
北
川
向
五
一
の
二
ま
で

〃

県
道
五
所
川
原
岩
木
線

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
五
幾
形
字
富
田
二
五
の
二
か

ら北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
五
幾
形
字
富
田
五
〇
の
三
ま

で北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
五
幾
形
字
富
田
三
一
の
一
か

ら北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
石
野
字
田
毎
七
五
の
一
ま
で

〃

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店

舗
面
積
の
合
計

二
、
一
五
五
平
方
メ
ー

ト
ル

三
、
一
七
五
平
方
メ
ー

ト
ル

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

駐
車
場
の
位
置
及

び
収
容
台
数

三
五
五
台

二
八
八
台

(

位
置
は
、

届
出
書
添
付
図
面
の
と

お
り)

駐
輪
場
の
位
置
及

び
収
容
台
数

五
九
台

九
九
台

(

位
置
は
、
届

出
書
添
付
図
面
の
と
お

り)

荷
さ
ば
き
施
設
の

位
置
及
び
面
積

一
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル

一
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添

付
図
面
の
と
お
り)

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

六
一
立
方
メ
ー
ト
ル

七
四
立
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添

付
図
面
の
と
お
り)

平
成

��･

�･

��

� �



� �

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
三
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
二
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
四
月
二
十
六
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日
現
在
に
お
け
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の

総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
、
漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
九
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一

東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

四
、
九
一
一

人

二

西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

三
、
三
八
四

人

青 森 県 報�������	�
� 	�� 第2571号

大
規
模
小
売
店
舗

に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
開
店

時
刻
及
び
閉
店
時

刻

―

株
式
会
社
し
ま
む
ら

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

―

荷
さ
ば
き
施
設
②

午
前
六
時
か
ら
午
前
零

時
ま
で

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


